
静岡県告示第151号

静岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金交付要綱を次のように定める。

令和８年３月24日

静 岡 県 知 事 鈴 木 康 友

静岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金交付要綱

第１ 目的

知事は、こどもの居場所の運営に必要な物品の価格高騰の影響を受けるこどもの居場所の負担を軽減

し、安定的な運営を支援するため、静岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金（以下「支援金」という。）

を予算の範囲内において交付することとし、その交付に関しては、静岡県補助金等交付規則（昭和31年静

岡県規則第47号）及びこの要綱の定めるところによる。

第２ 定義

(1) この要綱において「こどもの居場所」とは、無料又は低額な料金で地域のこどもを対象に行う活動で

あって、こども食堂における食事の提供、学習支援、遊び場の提供やその他こども同士または地域住民

との交流を行う場の提供等によりこどもが安心して自分らしく過ごすことができる地域の居場所をい

う。

(2) この要綱において「こども」とは、おおむね18歳未満の者をいう。

第３ 交付の対象

(1) 支援金の交付を受けることのできる者は、県内のこどもの居場所を運営し、静岡県の「こどもの居場

所一覧」に登録されている者（以下「運営者」という。また、地方公共団体並びに社会福祉法（昭和26

年法律第45号）第109条及び第110条に規定する社会福祉協議会を除く。）であって、運営するこどもの居

場所について、令和７年４月１日から令和８年３月31日までの間で計６回以上の開催実績がある者とす

る。ただし、申請時において廃止しているこどもの居場所は対象に含めないものとする。また、活動に

要する費用に相当する金額をこどもから徴収している者を除く。

第４ 交付額

支援金の交付額は次のとおりとする。

第５ 交付の申請

支援金の交付を受けようとする運営者は、静岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金交付申請書（請求

書）（様式第１号。以下「申請書」という。）及び静岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金の申請に関す

る誓約書（様式第２号。以下「誓約書」という。）を、こどもの居場所１か所ごとに、知事が別に定める日

までに提出するものとする。

第６ 交付の決定等

(1) 知事は、申請書及び誓約書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて、追加書類や現地確

認により調査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、静岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金

交付決定（確定）通知書（様式第３号）により交付の決定を申請者に通知するものとする。

開催回数（令和７年４月１日から令和８年３月31日まで） 交付額

合計６回以上 25,000円



(2) 前項により交付の決定を通知後、支援金を交付すべきものと認めた運営者が指定する銀行等口座へ交

付額を入金する。

(3) 第１項の審査及び必要に応じた現地調査の結果、支援金を交付すべきでないと認められたときは、静

岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金不交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するもの

とする。

第７ 決定の取消し等

知事は、支援金の交付をした場合において、運営者が次に掲げる各項のいずれかに該当するときには、

第６の交付の決定を取り消し、支援金の返還を命ずることができる。

(1) 申請の取下げがあった場合

(2) 本要綱に違反した場合

(3) 錯誤、虚偽又は不正の手段をもって支援金の交付を受けた場合

(4) 重大な法令違反又は公序良俗に反する行為等により、支援金を交付することが適当でないと認められ

た場合

第８ 調査

(1) 知事は、支援金の交付に関し、必要な調査を行うことができる。

(2) 支援金の交付を受けようとする又は交付を受けた運営者は、前項の調査に協力しなければならない。

第９ 雑則

この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行し、令和７年度及び令和８年度分の支援金に適用する。



様式第１号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

令和 年 月 日

静岡県知事 様

静岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金交付申請書（請求書）

静岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金の交付を受けたいので、同交付要綱第５の規定により、下記の

とおり申請します。なお、下記の申請内容については、事実と相違ありません。

記

１ 申請者

２ 該当するこどもの居場所

３ 申請（請求）する金額 金 ２５，０００ 円

＜記載上の注意＞

・こどもの居場所１か所ごとに申請書を作成してください。

・この申請書は、静岡県において交付決定した後は、支援金の請求書として取り扱います。

・「振込先口座」（２枚目）は申請者と同一名義の口座としてください。ゆうちょ銀行を記載する場合は、「振

込用の店名・預金種別・口座番号（通帳見開き下部に記載の７桁の番号）を記入してください。

フリガナ

申請団体(法人)名
(個人の場合は氏名)

フリガナ

職 氏名
代表者職・氏名

申請団体(法人)所在地
(個人の場合は住所)

〒 －

電話番号

名称

所在地

〒 －

運営責任者氏名

電話番号



４ 支援金振込先口座

＜注意事項＞

・振込先金融機関の口座確認書類を添付してください。

・申請者と振込口座名が異なる場合は委任状が必要です。

振込口座

金融機関名及び□にチェック ☑

□銀行 □信用金庫 □信用組合

□農業協同組合 □労働金庫

□連合会 □漁業協同組合

店舗名及び□にチェック ☑

□本店 □支店 □支所 □出張所

□営業部 □担当 □課

金融機関等コード 金融機関コード 支店コード

預金種別 該当する預金種別にチェック☑ □１普通 □２当座

口座番号（右詰め）
口座番号は７ケタで記入して

ください

口座名義人（カナ）

30 字を超える場合、

30 字まで記入して

ください。

口座名義人（漢字）

申請手続に関する御担当者名

連絡先（電話番号）



様式第２号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

静岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金の申請に関する誓約書

静岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金（以下「支援金」という。）の申請にあたり下記のことを誓約し

ます。

記

令和 年 月 日

静岡県知事 様

1 定款又は会則を備えています。

2 公序良俗に反する活動を行う者や団体ではありません。

3 営利・宗教・政治活動に利用しません。

4

次の(1)から(7)のいずれにも該当しません。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」という。）

第２条第２号に該当する団体（以下「暴力団」という。）

(2) 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員（ 以下「暴力団員」

という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）である者

(3) 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。）

が暴力団員等である者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力

団又は暴力団員等を利用している者

(5) 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約

その他の契約を締結している者

5 静岡県から、製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る指名停止措置を受けていません。

6 国税及び地方税を滞納していません。

7 こどもの居場所の活動に要する費用に相当する金額をこどもから徴収していません。

8
静岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金交付要綱第７に該当する事案が判明した場合には、支援金

の申請を取り下げます。また、支援金交付後に判明した場合は静岡県にその旨を速やかに報告します。

9 衛生管理及び事故防止の徹底に努め、安全な運営を行います。

10
運営しているこどもの居場所は静岡県のこどもの居場所一覧に掲載されており、令和７年４月１日か

ら令和８年３月 31 日までの開催実績は別紙のとおりです。

申請者住所

申請者氏名（法人にあっては

名称及び代表者職・氏名）



別紙

こどもの居場所の開催状況

１ 開催実績（令和７年４月１日から令和８年３月 31 日まで）

こどもの居場所名

月 日・開催場所 開催回数

令和７年

４月

日

場所

５月

日

場所

６月

日

場所

７月

日

場所

８月

日

場所

９月

日

場所

10 月

日

場所



月 日・開催場所 開催回数

11 月

日

場所

12 月

日

場所

令和８年

１月

日

場所

２月

日

場所

３月

日

場所

開催回数合計



様式第３号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

静岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金交付決定（確定）通知書

第 号

令和 年 月 日

（申請者名） 様

静岡県知事

令和８年 月 日付で交付申請のありました静岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金（以下「支援

金」という。）について、下記のとおり交付することに決定（確定）したので通知します。

記

こどもの居場所名

（所在地）

交 付 額 円

交付の条件

・支援金の交付を受ける運営者は、静岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金交

付要綱に従うこと。

・上記のほか、申請内容等に変更等が生じた場合は、速やかに知事へ報告すると

ともに必要な手続きを行うこと。



様式第４号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

静岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金不交付決定通知書

第 号

令和 年 月 日

（申請者名） 様

静岡県知事

令和８年 月 日付で交付申請のありました静岡県こどもの居場所物価高騰対策支援金について、下

記の理由により不交付とすることに決定したので通知します。

記

１ 不交付とした理由


